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Ⅰ 特別支援学校高等部卒業後の進路について 
 
 特別支援学校高等部を卒業すると，地域で生活したり，就業したりして，社会人としての生活がスター

トします。本校卒業生の進路先は，大きく分けると「進学」「一般就労」「福祉就労」の３つになります。 

進学は，薩摩川内市入来町の「障害者職業能力開発校」が主です。期間は１年間で，入寮しながら各

種資格等を取得した後に就職を目指します。 

一般就労は，「障害者雇用促進法」に基づいた求人がほとんどですが，一般の方と同様に企業と雇用契

約を結び，労働内容もほぼ同じです。（雇用形態は，パートが多い傾向です。） 

「福祉就労」とは，「障害者総合支援法」に基づいた福祉サービスを利用することです。支援員の方か

ら様々なサポートを受けながら活動します。 

福祉サービスは，「支援の内容」によって大きく２つに分かれ，「介護の支援」を主とした「介護給付」

の各サービスと，「（職業）訓練等の支援」を主とした「訓練等給付」の各サービスがあります。 

介護給付の各サービスを利用するためには，「障害支援区分」が必要になります。障がいの多様な特性

や心身の状態に応じて，必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に判定して数値化したものです。

「非該当，１～６」の７つの区分が定められています。 

また，特別支援学校高等部を卒業後，すぐに訓練等給付の就労継続支援Ｂ型（非雇用型）を利用する

場合には，在学中，就労移行支援事業所で２週間～４週間の就労アセスメント（評価）を受ける必要が

あったり，有期限のサービスがあったりするので確認が必要です。 
 

【令和６年度進路先】 

Ｒ６卒業生 進学 就職 
福 祉 就 労 

入所支援 
Ａ型 Ｂ型 就労移行 自立訓練 生活介護 

４４人 １人 １１人 ３人 ２１人 ２人 ３人 ２人 １人 

 

【福祉就労について】 

 

就労継続 

支援Ａ型 

就労継続 

支援Ｂ型 
就労移行支援 

就労選択支援 

(2025.10～) 

自立訓練 

（生活訓練） 
生活介護 

目 

的 

就労や生産活動の機会を提

供し，能力等の向上のため

に必要な訓練を行う。 

就労に必要な知

識および能力の

向上のための訓

練を行う。 

障害者本人が就
労先・働き方に
ついてより良い
選択ができるよ
う，就労アセス
メントの手法を
活用して，本人
の希望，就労能
力や適正に等に
合った選択の支
援を行う。 

日常生活で必要

となる能力の維

持や向上のため

の訓練を行う。 

入浴や排泄，食

事等の介護や創

作活動，生産活

動等を行う。 

対
象
者 

現時点で一般企業への 

就職が不安・困難な方 一般企業への

就職を希望す

る方 

地域生活を営む

上で，生活能力

の維持・向上の

ために一定の支

援が必要な方 

常時介護等の支

援が必要な方 

（区分３以上） 

雇用契約に

基づく就労

が可能な方 

雇用契約に

基づく就労

が困難な方 

就労移行支援又

は就労継続支援

を利用希望の方 

雇
用 

契
約 あり なし なし なし なし なし 

工
賃 あり あり 基本なし なし なし 基本なし 

平
均 

月
収 ８万円程度 

平均工賃 

15,000 円 

なし 

(少額出る所あり) 
なし なし 

なし 

(少額出る所あり) 

年
齢 

制
限 65 歳未満 なし 65 歳未満 

65 歳未満 

（確認中） 
65 歳未満 なし 

利
用 

期
間 定めなし 定めなし 原則２年以内 

基本１か月 

（最大２か月） 
原則２年以内 定めなし 

※ Ａ型も含め，全て福祉サービスの利用となるので，サービス利用の一連の手続きが必要です。 
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Ⅱ 障害者総合支援法のしくみと利用手続き 

１ 自立支援のためのシステムの全体像 

 全国一律のサー

ビス。 

介護給付と訓練

等給付ではサー

ビスの手続きの

流れなどがちが

います。 

自己負担は原則

１割負担。 

 地域の実情に応

じて都道府県・

市町村が柔軟に

実施。 

自己負担は各自

治体で決められ

ます。 

 

２ 日中活動と住まいの場の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「就労継続支援Ａ型」は「雇用契約」なので，「介護給付」の「施設入所支援」との併用はできません。 

※ 「就労継続支援Ｂ型」は，卒業後すぐに利用するためには，就労アセスメントが必要です。（Ｐ１２） 

 

 

住まいの場 

障害者支援施設 

「施設入所支援」 

又は 

 

居住支援 

「グループホーム」 

「福祉ホーム」 

日中活動の場 

以下から１ないし複数の事業を選択 

療養介護（医療機関への入院と併用） 

生活介護 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援Ａ型(雇用型)・Ｂ型(非雇用型) 

地域活動支援センター 

・就労定着支援 

・就労選択支援 
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 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者福祉制度の概要（障害者総合支援法）

本校は当面こちらがメイン

【地域相談支援給付】　　　・地域移行支援　　　　　　・地域定着支援

【計画相談支援給付】　　　・サービス利用支援　　　　・継続サービス利用支援

【地域生活支援事業】

・相談支援　　　　　　・地域活動支援センター　　　　　　・意思疎通支援　　　　　　　　　・福祉ホーム

・移動支援　　　　　　・成年後見制度利用支援　　　　　　・理解促進研修・啓発　　　　　　・自発的活動支援　　　等

特別支援学校高等部を卒業（１８歳～）

（身体的なリハビリテーションや身体機能の維持回復，生活に関する相談・助言など。）

自立支援給付のサービス一覧

【訓練等給付】

・就労移行支援

・就労定着支援（Ｒ７.１０月から運用開始）

・就労継続支援　A型（雇用型）

・就労継続支援　B型（非雇用型）

・自立訓練（生活訓練）

・自立訓練（機能訓練）

・就労定着支援　　　・自立生活援助

・共同生活援助（グループホーム）

【介護給付】

・生活介護

・施設入所支援

・短期入所（ショートステイ）

・居宅介護（ホームヘルプ）

・行動援護　　　・同行援護

・療養介護　　　・重度訪問介護

・重度障害者等包括支援

【自立支援医療】

・更生医療

・育成医療

・精神科通院医療（実施主は都道府県等）

【補装具】

・補装具等の支給

就労継続支援B型

（非雇用型）

生活介護

※　この他に「自立訓練（機能訓練）」（１年６か月間の有期限）がある。

一般就労

（一般企業に就職）
最終的な契約先

1年間の寮生活

卒業後の主な「進路先」と「利用の流れ」

卒業後に実際の利用契約 在学中に期間限定利用契約

働きたい・働く練習がしたい・就職を目指して学びたい・資格を取得したい

本来こちらがメイン

Ｒ７年度以降のアセスは

※　線の太さが割合を示す

※　破線はごく少数を示す

2年間の有期限

自立訓練

（生活訓練）

障害者職業

能力開発校

手厚い支援が欲しい

就労継続支援B型

を継続して利用

就労継続支援A型を

継続して利用

就労継続支援A型

（雇用型）

就労移行支援

2年間の有期限
(最長3年)

就労

アセスメント

２～４週間

何らかの形で

就労に関する

アセスメントを

行った後にしか

利用できない

こ

の

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

事

業

所

は

ご

く

少

数

就

職

活

動

は

自

力

！

求

人

票

だ

け

紹

介

就労選択支援

（R7.10月に新設）

就労アセスメント

１か月～最大２か月
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進路指導 ３年間のおおまかなスケジュール（Ｒ７年度の例） 

 

１年生 

 

         

   

           

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

 

 

 

 

 

２年生 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

 

 

 

３年生 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

 

 

 

                            ※特別実習（進路決定まで随時実施） 

 

 

 

 

校内実習 
6/2(月)～6/13(金) 

校内実習 
10/27(月)～11/7(金) 

実習先・進路先希望調査 
１２月上旬 

※ 具体的な場所や形態を 

 を記入していただきます。 

福祉施設・支援機関等説明会 
そお・姶良・霧島会場 

各会場で，面接方式の説明会があ

ります。概要説明から具体的な相

談まで可能。ぜひ参加ください。 

実習のための面接会 
※ ハローワーク主催で，次

年度に「一般企業」で実習

希望者のための面接会。 

実習先・進路先希望調査 
１２月上旬 

※ 具体的な場所や形態を 

 を記入していただきます。 

現場実習 
6/2(月)～6/13(金) 

福祉施設・支援機関等説明会 
そお・姶良・霧島会場 

現場実習 
10/27(月)～11/7(金) 

実習のための面接会 
※ ハローワーク主催で，次

年度に「一般企業」で実習

希望者のための面接会。 

現場実習 四者面談 
実習先にて実習内容確認 

（本人・保護者・担任・担当） 

現場実習 
6/2(月)～6/13(金) 

現場実習 
10/27(月)～11/7(金) 

三者面談 

進路の方向性を決定！ 

早い人はここで決定！ 

進路決定！ 

障害者就職面接会 
※ ハローワーク主催で，「一般企業」への 

就職希望者対象。（本校校区内は少数） 

合格すれば「特別実習」にて合否決定。 

契約・移行支援会議 
利用契約・雇用契約 
学校からの引き継ぎ 

現場実習 四者面談 
実習先にて実習内容確認 

（本人・保護者・担任・担当） 

現場実習 四者面談 
実習先にて実習内容確認 

（本人・保護者・担任・担当） 

障害支援区分認定調査 

 誕生日の２か月前から実施可能 

現場実習 四者面談 
実習先にて実習内容確認 

（本人・保護者・担任・担当） 

通常，特別実習は３年生のみ許可。 
面接会で複数社の合格をもらえた
生徒に限り，特例として，２年生で
も特別実習を可能とする。 
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３ 利用できるサービス内容（主に１８歳からのサービス） 

事 業 名 内    容 
 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で，入浴・排泄・食事の介護等を行う 

介
護
給
付 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に，自宅で，入浴・排泄・

食事の介護・外出時における移動支援等を総合的に行う 

同行援護 
視覚障害により，移動に著しい困難を有する人に，自宅で，入浴，排せ

つ，食事の介護，外出時における移動支援などを総合的に行う 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を回避するた

めに必要な支援，外出支援を行う 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等複数のサービスを包括的に

行う 

短期入所（ショートステイ） 
自宅で介護する人が病気の場合などに，短期間，夜間も含め施設で，入

浴，排泄，食事の介護等を行う 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に，医療機関で機能訓練，療養上の管理，

看護，介護及び日常生活の世話を行う 

生活介護 
常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排泄，食事の介護等を行うと

ともに，創作的活動又は生産活動の機会を提供する 

障害者支援施設での 

夜間ケア等（施設入所支援） 
施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排泄，食事の介護等を行う 

自立生活援助 居宅において単身等で生活する障害者に相談等の援助を行う。 

訓
練
等
給
付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるように，一定期間，身体機能又

は生活能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に，一定期間，就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労選択支援 

（Ｒ７年１０月施行） 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう，就労アセ
スメントの手法を活用して，本人の希望，就労能力や適正に等に合った選択
の支援を行う。 
（就労継続支援，生活介護，一般就労など進路先の選択の基準を提示） 

就労継続支援 

（A型：雇用型・B型：非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に，働く場を提供するとともに，知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行う 

共同生活援助 

（グループホーム） 
夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や日常生活上の援助を行う 

相談支援 
新しくサービスを利用したいときや，何か困ったことがあるときに相談

を受け付ける 

地
域
生
活
支
援
事
業 

移動支援 円滑に外出できるよう，移動を支援する 

コミュニケーション支援 
障害のため意思疎通を図ることが困難な人のために手話通訳や要約筆

記，点訳等を行う人を派遣する 

福祉ホーム 
住居を必要としている人に，低額な料金で，居室等を提供するとともに，

日常生活に必要な支援を行う 

日常生活用具給付事業 
重度障害のある人等に対し，自立生活支援用具等日常生活用具の給付ま

たは貸与を行う 

日中一時支援事業 
障害者の保護者・介護者が介護できないときに，昼間，施設で必要な介

護等を行う 

地域活動支援センター 創作活動又は生産活動の機会を提供，社会との交流等を行う施設 

その他の事業 

市町村の判断により，自立した日常生活又は社会生活を営むために必要

な事業を行う 

例：「訪問入浴サービス事業」「社会参加促進事業」「盲人ホーム」等 
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４ 障害支援区分の違いで利用できるサービス一覧  

（介護給付の必要度を表す障害支援区分により利用できるサービスが決まっています。） 

障害支援区分 
自 立 支 援 給 付 

介 護 給 付 訓 練 等 給 付 

区分６ 

① 短期入所（ショートステイ） 

② 居宅介護（ホームヘルプ） 

③ 生活介護 

④ 同行援護（視覚障害者） 

⑤ 施設入所支援 

⑥ 行動援護 

⑦ 重度訪問介護 

⑧ 療養介護 

⑨ 重度障害者等包括支援 

① 就労移行支援 

② 就労継続支援Ａ型 

③ 就労継続支援Ｂ型 

④ 自立訓練（生活訓練） 

⑤ 自立訓練（機能訓練） 

⑤ 共同生活援助（グループホーム） 

⑥ 自立生活援助 

⑦ 就労定着支援 

⑧ 就労選択支援（Ｒ７年１０月施行） 

区分５ 

① 短期入所（ショートステイ） 

② 居宅介護（ホームヘルプ） 

③ 生活介護 

④ 同行援護（視覚障害者） 

⑤ 施設入所支援 

⑥ 行動援護 

⑦ 重度訪問介護 

⑧ 療養介護 

区分４ 

① 短期入所（ショートステイ） 

② 居宅介護（ホームヘルプ） 

③ 生活介護 

④ 同行援護（視覚障害者） 

⑤ 施設入所支援 

⑥ 行動援護 

⑦ 重度訪問介護 

区分３ 

① 短期入所（ショートステイ） 

② 居宅介護（ホームヘルプ） 

③ 生活介護 

④ 同行援護（視覚障害者） 

⑤ 施設入所支援（50歳以上） 

⑥ 行動援護 

区分２ 

① 短期入所（ショートステイ） 

② 居宅介護（ホームヘルプ） 

③ 生活介護（50 歳以上） 

④ 同行援護（視覚障害者） 

区分１ 

① 短期入所（ショートステイ） 

② 居宅介護（ホームヘルプ） 

非該当 

※ 原則利用できない 

※ グループホームで，身体的な支援が必要な場合は「区分」が必要です。 

※ 制度上，「訓練等給付」の各サービスには「区分」は必要ないため表のようになります。 
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５ 障害種で利用できるサービス 

サービス名 対象障害種 

重度訪問介護 身体障害者，難病等，知的障害者・精神障害者 

療養介護 身体障害者 

行動援護 知的障害者・精神障害者 

自立訓練（機能訓練） 身体障害者 

自立訓練（生活訓練） 知的障害者・精神障害者 

宿泊型自立訓練 知的障害者・精神障害者 

 

 

☆コラムⅠ☆ 

 

◎発達障害者への施策 

 以前より切望されている発達障害者のための手帳は未だに作られていませんが，平成 23年 8

月 5 日から施行された「改正障害者基本法」により知的障害を持たない発達障害者は「精神障

害者保健福祉手帳」が取得できるようになりました。 

 これによって知的障害を持たない発達障害者も福祉サービスを受けることができるように

なりました。 

 

◎障害基礎年金について（令和６年４月改訂後の金額） 

 国民年金法で定める障害等級表（１級・２級）に該当する障害を持つ者が満 20 歳になった

ら，申請・受給ができます。障害がある子供がいる場合，子供加算があります。 

障害等級 受給額（年額） 

１級 1,020,000 円（月額：85,000 円） ＋（子の加算額） 

２級   816,000 円（月額：68,000 円） ＋（子の加算額） 

 

障害がある子供の人数 子供加算額（１人につき年額） 

２人まで 234,800 円（月額：19,566 円） 

  ３人目から     78,300 円（月額： 6,525 円） 

 

障害基礎年金は知的障害に理解がある主治医がいると受給しやすいですが，小さい頃からの

療育の状態などを示せると良いようです。母子手帳，学校の成長の記録や手帳取得・更新時の

記録も材料になります。療育手帳等を取得したら，忘れずに更新しましょう。 

障害等級の判断は障害者基礎年金による診断基準があり，療育手帳等では決まりませんので，

20 歳になったら申請するようにしましょう。年金申請等の手続きで支援が必要な場合は，地域

の相談支援事業所に相談しましょう。 
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６ 利用の手続き「障害者支援区分」「B型アセスメント」（支給決定までの流れ）
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※ Ｒ７年１０月より「就労選択支援」が施行されますが，本校の校区内では「就労選択支援」を提供する事業所
が少なく，数年間は従来通りの流れが残る見込みです。そのため，このページでは施行前の形を掲載します。 

 
６ 利用の手続き「障害者支援区分」「B型アセスメント」（支給決定までの流れ） 
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☆コラムⅡ☆ 

＊療育手帳について＊ 

 ◎療育手帳とは？ 

  知的障害児・者が福祉サービスを利用する時に必要な手帳で，知的障害児・者に対し 

 て一貫した指導・相談を行うと共に，援護措置を受け易くすることを目的としています。 
 

 ◎療育手帳の対象者は？ 

  児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と認定された方。 
 

 ◎認定区分は？ 

  区分は IQ や日常生活動作などを総合的に判断して認定する。 

  最重度(A1)・重度(A2)・中度(B1)・軽度(B2)の４区分 
 

 ◎手帳取得により受けられる支援・援護 

  手帳の取得によって，福祉サービスの利用や障害基礎年金・各種手当の支給，税金控 

 除，医療費の助成，公共料金の割引が受けられるほか，ハローワークに障害者求職登録 

 をして障害者雇用促進法に基づいた職業紹介をしてもらえます。 
 

 ◎申請に必要なもの 

  ①療育手帳交付申請所 ②写真(縦 4cm×横 3cm 上半身，無帽，1年以内) ③印鑑 
 

 ◎療育手帳の申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 更新については各相談所が各市町村に出向いての巡回相談で受けることができます。巡

回相談日や場所等については居住地の市福祉事務所・町福祉課にご相談ください。 
 

本人・保護者 

手帳取得申請（福祉事務所・福祉課） 

児童相談所での面接等（心理判定員・小児科医） 

知事が手帳交付し，結果が郵送（鹿児島県） 

手帳を受け取り，各種サービスの説明（福祉事務所・福祉課） 

＜曽於市・肝属地区在住の方＞ 

◎ 鹿児島県大隅児童相談所 
         （障害児・者） 

鹿屋市打馬２丁目 県合庁内  
電話 0994-43-7011 または 7019 

＜霧島市・姶良市在住の方＞ 

◎ 鹿児島県こども総合療育センター（障害児） 
◎ 鹿児島知的障害者更生相談所（障害者） 
鹿児島市桜ヶ丘 6-12 電話 099-264-3003 
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Ⅲ 就職に向けて〜必要な力と手続き〜 

１ なぜ，働くのですか？ 

① 生活のため（自立に向けて） 
② 生きがいのため（自分が楽しい） 

③ 社会に役立つため 

 

２ よく言われる就職するために必要な基本的な条件は？ 

① 健康であること 

（健康とは身体的・精神的・社会的に，より良好な状態にあること） 

② ８時間労働に耐えられること 

（８時間労働に耐えられる体力・精神力があること） 

③ 身辺処理や日常生活面が自立していること 

（基本的に職場には身辺処理を介助してくれる人はいない） 

④ 通勤（公共交通機関の利用を含む）・寮生活（家事含む）などが可能であること 

（自力起床，食事・洗濯・家事など生活を切り盛りしていく力があること） 

⑤ 就労意欲・向上心が旺盛であること 

（様々な職業生活上の困難に立ち向かっていく心構えがあること） 

⑥ 家庭の理解と協力が得られること 

（職業生活で引き起こる様々な課題に見舞われた時に家庭の適切な支援があること） 

⑦ 職場での人間関係になじめること 

（社会人としての適切な言動やマナーを身に付けていくことができること） 

⑧ 金銭管理能力がしっかりしていること 

（生活していく上で必要な金銭管理がきちんとできること） 

 ※ 一般就労は，雇用環境の調整は行われるが，労働内容や責任は一般の方と同じ。 

 
 

 

３ 学校で身に付けてほしい力は？  

① 身辺処理ができるか？ 

② 挨拶・返事ができるか？ 

③ ルール・マナーが守れるか？ 

④ 身だしなみがきちんとできるか？ 

⑤ 時間の意識が身に付いているか？ 

⑥ 体力や精神力があるか？ 

⑦ 健康管理ができるか？ 
 

４ 企業が求める人材は？  

① 素直な人材 

② まじめな人材 

③ 礼儀・礼節が身に付いている人材 

④ 元気な人材 

【企業への就職】 

 学校から，企業へ就職をする場合，そのほとんどが，

「障害者雇用促進法」による障害者雇用になります。 

《就職までの主な流れ》 

① 実習の可否を判断する面接（無い場合もある） 

② 現場実習（２～４週間） 

（※ 従業員と同等の労働力があるかの見極め） 

③ 採用試験（面接試験，学科試験） 

（※ 社員としてふさわしい人材かの見極め） 

④ ナカポツ（障害者就業・生活支援センター）登録 

【障害者雇用促進法】 

・ 従業員４０人以上の企業は，法定雇用率 2.5%以上

の障害者を雇用する義務があります。 

【入社後の社員としての扱い】 

・ 障害者雇用でも，入社する入り口が違うだけで，

基本的に同一賃金同一労働となります。 

・ 障害に関する合理的配慮はありますが，賃金に見合った

労働力を提供する義務や責任が求められます。 

企業や就労支援事業所でよく言われること 



 12 

５ 就職に向けて身につけてほしいこと 

＜必須チェック項目より＞              （就労移行支援のためのチェックリストより） 

Ⅰ 日常生活 

① 起床（決まった時間に起きられる） 
② 生活リズム（規則正しい生活ができる） 
③ 食事（規則正しく食事を摂ることができる） 
④ 服薬管理＜定期的に服薬している人＞ 
（決められた通りに服薬している） 

⑤ 外来通院＜定期的に通院している人＞ 
（決められた日にきちんと通院している） 

⑥ 体調不良時の対処（体調不良時に対処できる） 
⑦ 身だしなみ（身だしなみがきちんとしている） 
⑧ 金銭管理（金銭管理ができる） 
⑨ 自分の障害や症状の理解（自分の障害や症状を理解している） 

⑩ 援助の要請（必要な時に援助を求めることができる） 
⑪ 社会性（社会性がある） 

Ⅱ 働く場での 
対人関係 

① あいさつ（自分からあいさつができる） 
② 会話（その場に応じた会話ができる） 
③ 言葉遣い（相手や場に応じた言葉遣いができる） 
④ 非言語的コミュニケーション 
（表情，ジェスチャー等でコミュニケーションができる） 

⑤ 協調性（他人と協調できる） 
⑥ 感情のコントロール（感情が安定している） 
⑦ 意思表示（自分の意思の表示ができる） 
⑧ 共同作業（他の人と共同して仕事ができる） 

Ⅲ 働く場での 
行動・態度 

① 一般就労への意欲（就労意欲が高い） 

② 作業意欲（作業意欲が高い） 
③ 就労能力の自覚（自分の就労能力が分かる） 
④ 働く場のルールの理解（働く場のルールが理解できる） 
⑤ 仕事の報告（仕事の報告ができる） 
⑥ 欠勤などの連絡（欠勤・遅刻などを連絡できる） 
⑦ 出勤状況（欠勤・遅刻・早退が少ない） 
⑧ 業に取り組む態度（積極的に作業に取り組む） 
⑨ 持続力（１日７〜８時間勤務ができる） 
⑩ 作業速度（求められた速度で作業ができる） 
⑪ 作業能率の向上（慣れるに従い，作業能率が上がる） 
⑫ 指示内容の理解（指示内容を理解できる） 
⑬ 作業の正確性（ミスなくできる） 

⑭ 危険への対処（危険に対処できる） 
⑮ 作業環境の変化への対応（環境が変わっても対応できる） 

 

＜参考チェック項目より＞ 

① 仕事の自発性 
自分からいろいろなことを知ろうとする 

もっとうまくやれる方法を考え，工夫する 

② 仕事の準備と 

後片付け 

道具の管理・手入れができる 

整理整頓ができる 

材料の準備・後片付けができる 

③ 巧緻性 ある程度器用にこなし，作業の量も質も高い 
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④ 労働福祉的知識 

労働に関するいろいろな知識がある（健康保険，年金，福祉課・福

祉事務所やハローワークの役割，賃金，労働条件，作業工程や製品

の流通等ができる） 

⑤ 家族の理解 就労に向けた家族の支援が得られる 

⑥ 交通機関の利用 
交通機関を利用して遠距離から通勤できる 

交通機関を利用しての不測の事態に対応できる 

⑦ 指示系統の理解 
聞かれたことにしっかり答えることができる 

上司や同僚等の指示をいつも聞くことができる 

⑧ 数量・計算 

時計やカレンダーを利用して時間や日数の計算ができる 

重さを量ったり個数をそろえたりできる 

簡単な計算（加減乗除）ができる 

数字を読んだり書いたりできる 

⑨ 文字 

ひらがなや簡単な漢字を書いたり読んだりできる 

短い文を正しく書いたり読んだりできる 

簡単なメモがとれる 

履歴書など手本を見て書き写せる 

伝票，申込書，届けの記入ができる 

 

６ 就職までの手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

……… 

利用登録 ３月 

（障害者就業・生活支援センター） 

職業相談・職業評価 

 １０月～１２月 

（障害者職業センター） 

手帳の取得（児童相談所） 

障害者求職登録（学校管轄ハローワーク） ７月～８月 

障害者就職面接会（鹿児島・鹿屋・都城） ９月～１０月 

現場実習（定期） ６月・１１月 

特別実習（特別） ６月～２月 

内 定 

就 職 

就労支援ケース会議 ３月 
（企業・職業センター・ 
支援センター・学校 他） 
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７ 就職に関する用語 

障害者求職登録 

就職を希望する障害者が，「就職を希望する」という意思表示としてハ
ローワークに登録をすること。自分の興味・適性・能力などや仕事中に配
慮してほしいこと等を伝える。登録には障害者手帳が必要である。一般求
人の他に障害者求人を紹介してもらえたり，各種助成金等の証明をして
もらえたりする。登録は学校管轄のハローワークで行う。１度登録すれば
有効期限はない。本校の管轄は，「ハローワーク国分」である。 

公共職業安定所 

（ハローワーク） 

就労を希望する障害者の求人登録を行い，技能・職業適性・知識・希望
職種・身体能力などの対象者の状況に基づいて職業指導や就職斡旋を行
う。職業能力開発校の訓練指示も行う。 

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用
支援機構 

障害者職業センター 

ハローワークと連携を取りながら，障害者等に対する職業リハビリテ
ーションを専門的かつ総合的に実施する。職業相談・評価を基に，職業準
備支援事業（ワークトレーニング），リワーク支援，ジョブコーチ支援な
どを行っている。 
ジョブコーチ支援；仕事を教えるのではなく，指導の方法の提案や職務や
職場環境の改善の提案など職場定着のための様々な支援を行う。 

障害者就業・生活 

支援センター 

（通称：ナカポツ） 

障害者が身近な地域で安心して職業生活を送れるよう各種関係機関と
連携して，就業及び生活上の支援を総合的に行っている。県内には「かご
しま」「おおすみ」「あいらいさ」「あまみ」「なんさつ」「ほくさつ」「くま
げ」の７カ所がある。「・」を「ナカポツ」と読むため，通称ナカポツ。 

社会福祉協議会 
社会福祉法によって定められた団体で，地域が抱える様々な福祉問題

を地域みんなで考え話し合い活動して解決を図ることを目的とした公共
性の高い民間の団体。日常的な金銭管理サービス等を実施している。 

心身障害者地域療育等 

支援事業 

県等の委託を受けて配置された専門のスタッフであるコーディネータ
ーが中心になり，療育や福祉サービスに関する相談・指導・情報提供・サ
ービス利用の調整・支援活動等を行う。 

相談支援事業 
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の１つ。障害者やその保

護者・介護者などからの相談に応じて必要な情報提供などや権利擁護の
ために必要な援助を行う。 

グループホーム 
（共同生活援助事業） 

夜間や休日，共同生活を行う住居で，世話人が相談や日常生活上の援助
を行う。 

ホームヘルプ 
（居宅介護） 

自宅で，日常生活が不自由なく営めるよう，ホームヘルパーを派遣して
身体介護や家事援助等を行う。 

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支
援機構 高齢・障害者雇
用支援センター 

障害者等の雇用に関する相談・援助，給付金・助成金の支給申請の受付,
障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付，啓発等の業務を実施し
ている。障害者の技能競技大会（アビリンピック）の運営も行っている。 

障害者試行雇用事業 

（トライアル雇用） 

３ヶ月間の試行雇用を通して，雇用に対する不安を軽減し，円滑な雇用
に移行するための事業。事業主には障害者 1人につき，月額 40,000 円の
奨励金が支給される。求人票には「試用期間」として記載される。 

特定求職者 

雇用開発助成金 

ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に対し，支払っ
た賃金に相当する額の一部を援助する制度。 

精神障害者 

ステップアップ雇用 

精神障害者について，短時間労働から始め職場への適応状況に合わせ
て就業時間を延長して，円滑な雇用に移行するための事業。事業主には精
神障害者１人につき，月額 25,000 円の奨励金が支給される。 

障害者初回雇用奨励金 
（ﾌｧｰｽﾄ・ｽﾃｯﾌﾟ奨励金） 

障害者雇用の経験のない中小企業が，はじめて障害者を雇用した場合
に，事業主に 120 万円が支給される。 
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障害者雇用促進法 
障害者雇用促進法では，従業員 40人以上を雇用する事業主はすべて障

害者雇用義務が発生し，法定雇用率は 2.5%となっている。 

障害者雇用納付金制度 

常時雇用している労働者数 100 人を超える企業で法定雇用率が未達成
の企業は不足数1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しな
ければならない。納付金は障害者雇用調整金として雇用率を超えて雇用
している企業に，超えて雇用している障害者数に応じて 1 人につき月額
29,000 円支給されたり，他の各種助成金として使用されたりする。 

障害者職業能力開発校 
就職を目指す障害者にハローワークの訓練指示で職業訓練を行う。国

立県営で九州には福岡と鹿児島の２カ所。(薩摩川内市入来町) 

最低賃金制度 

最低賃金法に基づく賃金の最低限度を定める制度。事業主は最低賃金
以上の賃金を支払う義務を負う。「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」
があり，都道府県ごとに決定される。鹿児島県の地域別最低賃金は引き上
げが行われ，時間額９５３円です。（R5年 10 月 6日） 

最低賃金の減額の 

特例許可申請 

精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者や試用期間中の
者または職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち特
定の条件を満たす者に限り，申請により最低賃金の適用が除外される制
度。事業主は所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に申請
する。 

障害者控除 

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税上の障害者に当
てはまる場合には，一定の金額の所得控除を受けることができる。これを
障害者控除といい，扶養控除の適用がない 16 歳未満の扶養親族を有する
場合においても適用される。 

 
 

☆コラムⅢ☆  

◎就労継続支援Ｂ型とアセスメントについて 
 

１ 就労継続支援Ｂ型事業の対象者 

① 就労経験がある者であって，年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者 

② 就労移行支援事業所を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果，就労継続支援 B型

の利用が適当と判断された者  （→ 在学時におけるアセスメント利用） 

③ ①及び②のいずれにも該当しない者であって，50 歳に達している者又は障害者基礎年金 1

級の受給者 

２ 特別支援学校卒業生等が就労継続支援Ｂ型利用する場合 

在学中又は利用前に就労移行支援事業を利用し，就労面や生活面の評価(アセスメント)を

受ける必要がある。その結果，一般就労が困難で，就労継続支援 B型の利用対象者として妥当

であると判断されなければならない。  

３ 利用の流れ 

① アセスメントを受けたい旨を，学校や相談支援事業所，役所に伝える。 

② アセスメントを実施する就労移行支援事業所を調整し，相談支援事業所はサービス利用計画

案を作成。（※ 相談支援事業所との契約がない場合は，先に相談支援事業を決める。） 

③ 役所が暫定支給決定を行い，就労移行支援事業所とアセスメント期間分の利用契約を結ぶ。 

④ 就労移行支援事業所にて，２～４週間のアセスメントを行う。 

⑤ スメントの評価やモニタリングの結果を踏まえ，利用者と最適なサービスを選ぶ。 
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Ⅳ 卒業後の支援ネットワーク（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※様々な支援機関がネットワークを構築し，連携を取り合ってチームで障害者を支援します。 

 

◎ 様々な支援機関 

１ 相談所 
[主な仕事内容] 

①  障害についての相談・検査や手帳取得の判定，それらに関する相談。巡回相談等（18 歳未  

満）ただし，大隅児童相談所は 18歳以上も相談に応じる。 

②  障害についての相談・検査や手帳取得の判定，それらに関する相談。巡回相談等（18 歳以  

上） 

③  子どもの発達に関するさまざまな相談。外来相談，療育支援など。 

④  発達障害者支援法に基づき発達障害児(者)に対してライフステージに応じた支援を行う。 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

① 

中央児童相談所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-264-3003 

大隅児童相談所 〒893-0011 鹿屋市打馬 2-16-6 0994-43-7011 

北部児童相談所 〒895-1811 薩摩郡さつま町虎居 704-2 0996-21-3150 

② 
鹿児島県身体障害者更生相談所 〒890-0021 鹿児島市小野 1-1-1 099-229-2324 

鹿児島県知的障害者更生相談所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-264-3003 

③ 

鹿児島こども総合療育センター 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-265-0005 

霧島市こども発達支援センター 

（あゆみ） 
〒899-4394 霧島市国分中央 3-45-1 0995-64-0952 

④ 
鹿児島県発達障害者支援センタ

ー 
〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-264-3720 
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２ 福祉事務所・福祉課 

[主な仕事内容] 

① 福祉サービスなどに関する全般的相談，申請窓口 

② 障害程度区分認定調査，区分認定，受給者証の交付など 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

霧島市福祉事務所 〒899-4394 霧島市国分中央 3-45-1 0995-45-5111 

姶良市福祉事務所 〒899-5492 姶良市宮島町 25 0995-66-3355 

湧水町福祉課 〒899-6292 姶良郡湧水町木場 222 0995-74-3111 

鹿屋市福祉事務所 〒893-8501 鹿屋市共栄町 20-1 0994-43-2111 

曽於市福祉事務所 〒899-4192 曽於市財部町南俣 11275 0986-72-0936＜直通＞ 

志布志市福祉事務所 〒899-7942 志布志市有明町野井倉 1756 099-474-1111 

大崎町福祉課 〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿 1029 099-476-1111 

都城市福祉事務所 〒885-8555 都城市姫城町 6-21 0986-23-2980 

 

 

３ 公共職業安定所（ハローワーク） 

[主な仕事内容] 

① 求職登録手続き 

② 仕事の斡旋・紹介，障害者就職面接会の主催 

③ 雇用に伴う各種助成金やトライアル雇用などの手続き 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

ハローワーク国分 〒899-4332 霧島市国分中央 1-4-35 0995-45-5311 

ハローワーク大隅 〒899-8102 曽於市大隅町岩川 5575-1 099-482-1265 

ハローワーク鹿屋 
〒893-0007 鹿屋市北田町 3-3-11 

      鹿屋市産業支援センター１階 
0994-42-4135 

ハローワーク都城 〒855-0072 都城市上町 2-11 都城合庁 1階 0986-22-1745 

ハローワーク鹿児島 〒890-0056 鹿児島市下荒田 1-43-28 099-250-6060 

あいらふるさとハローワーク 〒899-5432 姶良市宮島町 32-4 0995-67-8510 

志布志市ふるさとハローワーク 〒899-7192 志布志市志布志町志布志 2-1-1 099-471-1710 
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４ 就労・生活支援 

[主な仕事内容] 

①  職業相談・評価，職業準備支援，ジョブコーチ支援，知的障害者判定，重度知的障害者判 

定等 

②  就業相談，就業支援，職業生活支援等 

③  公共職業訓練，教育訓練，委託訓練等 

④  障害者の雇用促進のための各種助成金などの支給相談・申請手続き窓口 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

① 鹿児島障害者職業センター 
〒890-0063 
鹿児島市鴨池 2-30-10 

099-257-9240 

② 

かごしま 
障害者就業・生活支援センター 

〒892-0838 
鹿児島市新屋敷町 16－217 

099-248-9461 

おおすみ 
障害者就業・生活支援センター 

〒893-0006 
鹿屋市向江町 29-2 鹿屋市社会福祉会館内 

0994-35-0811 

あいらいさ 
障害者就業・生活支援センター 

〒899-4332 
霧島市国分中央 1-4-23  

0995-57-5678 

なんさつ 
障害者就業・生活支援センター 

〒897-0302 
南九州市知覧町郡 135 

0993-58-7020 

ほくさつ 
障害者就業・生活支援センター 

〒895-0027 
薩摩川内市西向田町 11-26 

0996-29-5022 

くまげ 
障害者就業・生活支援センター 

〒891-3601 
熊毛郡中種子町野間 5181-4 

0997-27-0211 

あまみ 
障害者就業・生活支援センター 

〒894-0036 
奄美市名瀬長浜町 5番 6号奄美市社会福祉ｾﾝﾀｰ４階 

0997-69-3673 

みやこのじょう 
障害者就業・生活支援センター 

〒885-0071 
都城市中町 1-7 1F 

0986-22-9991 

こばやし 
障害者就業・生活支援センター 

〒886－0008 
小林市本町 32 

0984-22－2539 

③ 鹿児島障害者職業能力開発校 
〒895-1402 
薩摩川内市入来町浦之名 1432 

0996-44-2206 

④ 
鹿児島高齢・障害者 
雇用支援センター 

〒892-0844 
鹿児島市山之口町 1-10 
鹿児島中央ビル 11F 

099-219-2000 
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５　姶良・霧島・曽於・志布志市の相談支援事業

［主な仕事内容］
※サービス利用計画の作成，福祉サービスの利用法，障害基礎年金の申請法，就職相談，
福祉施設・医療機関などの紹介，障害者手帳の取得について相談の受付など

相談支援事業所一覧

番号 事業所名 住　　　所 電話番号

1 地域生活支援センター　ほっと 霧島市国分中1-4-23 0995-55-6661

2 障害者支援施設つかわき 霧島市国分上之段２２８７－１ 0995-48-2776

3 ＨＩＭＡＷＡＲＩのえがお 霧島市国分敷根７４８－１０ 0995-73-4187

4 特定相談支援事業所　たんぽぽ 霧島市国分郡田238-2 0995-73-5836

5 相談支援事業所　ニコット 霧島市国分広瀬2-20-51 0995-47-1208

6 指定特定障害者・児相談支援事業　歩 霧島市国分姫城南11-42上村ビル 0995-55-8622

7 未来相談事業所 霧島市隼人町真孝2681-3 0995-55-1930

8 サポートセンターかがやき 霧島市隼人町内1542 0995-50-2836

9 就労継続支援事業所　笑福 霧島市隼人町姫城3丁目２３９ 0995-56-8063

10 相談支援事業所　鈴かけ園 霧島市隼人町松永1431 0995-42-9711

11 相談支援事業所　しんあい 霧島市隼人町内山田1-5-22 0995-70-1689

12 特定相談支援事業所　オレンジ学園 霧島市福山町福山838 0995-55-3977

13 相談支援事業所　友愛 霧島市霧島田口2612-8 0995-57-4508

14 ナナーラ未Lｉｆｅ 霧島市国分敷根５４８番地 0995-73-5155

15 Ｊｏｉｎｔ　Ｌｉｆｅ 霧島市隼人町真孝2681番地 0995-55-1930

16 地域生活支援センター　オレンジの里 霧島市国分福島３丁目５番１５－２ 0995-48-5335

17 指定相談支援事業所　つかわき 霧島市国分上之段2287-1 0995-48-2776

18 相談支援事業所　リンク 霧島市隼人町内1272-3 0995-73-5908

19 生活支援センター　さちかぜ 姶良市西宮島町5-1 0995-62-3051

20 相談支援事業所　あじさい 姶良市船津1697-16-103号 0995-73-6131

21 鹿児島サン・ヴィレッジ姶良 姶良市平松1180-3 0995-66-3990

22 地域生活支援事業所　アシスト 姶良市平松6488 0995-73-5842

23 相談支援事業ともしび 姶良市中津野４４４-３ 0995-65-7881

24 生活支援センター　よろこび 姶良市加治木町日木山2455-1 0995-63-5677 

25 ウィングプランセンター 姶良市東餅田1442-1 0995-73-3913

26 相談支援事業所くすの木CoCo 姶良市蒲生町北112-4 0995-56-8131

27 障害者支援ｾﾝﾀｰ　ワークショップゆうすい 姶良郡湧水町北方808-1 0995-74-2222

28 相談支援センター　ウェルリエ 姶良市宮島町２７－２ 080-5457-7926

29 Ｂｅｃｏｍｉｎｇ 姶良市東餠田397-3プライムサイドB 080-4425-1314

30 相談支援事業所　セカンドプレイス 姶良市平松1230-3 080-7298-9185

31 相談事業所　わかば 姶良市脇元90-5 0995-55-8989

32 輪光無量寿園居宅介護支援事業所 曽於市末吉町岩崎971-1 099-482-5001

33 めぐみ会相談支援事業所 曽於市末吉町諏訪方５１０５ 0986-76-7111

34 のどか園相談支援センター 曽於市末吉町諏訪方10231 0986-76-6883

35 相談支援事業所　すみよしの里 曽於市末吉町二之方3070-2 0986-76-0009

36 シオン舎相談支援事業所 曽於市大隅町岩川6386 099-482-2888

37 特定非営利活動法人　日光 曽於市財部町北俣9714-3 0986-72-1895

38 相談支援センターサポート愛生 曽於郡大崎町菱田字宇都口3596 0994-77-1171

39 相談支援事業所ハレル 曽於市財部町北俣1869-7 0986-70-0763

40 相談支援事業所　文殊 曽於市末吉町諏訪方1591-2 080-2362-8346

41 志布志市社会福祉協議会 志布志市志布志町志布志3222-1 099-472-1800

42 相談サポート　いちゃりば 都城市久保原2879-4 0986-36-6778

43 相談支援事業所　すたーと 都城市中町９街区14 0986-77-0224

44 相談サポートセンターみどり 都城市簔原町1656-1 0986-24-5867

45 リノラ未Life 都城市蓑原町8241-3 0986-36-5230

46 相談支援スポット　たけのこ 都城市横市町5281番地 0986-36-4140

47 相談サポート　風の道 都城市梅北町2465番地2 0986-39-4804

48 みやこのじょう総合相談支援センター　糸 都城市梅北町11848番地 0986-57-0656

49 相談支援事業所　PIRINA（ピリナ） 都城市高城町高城2851　清水借家１階 070-1250-6976

50 霧島市基幹相談支援センター 霧島市国分中央3-9-20　国分ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ１階 0995-73-7376

51 姶良市基幹相談支援センター　あいか 姶良市宮島町２５　姶良市役所２号館１階 0995-66-3332

52 そお地区障がい者等基幹相談支援センター 志布志市志布志町有明町野井倉1756　有明庁舎 099-401-0028

53 肝属地区障がい者基幹相談支援センター 鹿屋市向江町29-2　鹿屋市社会福祉会館内 0994-35-4802

54 あいらいさナカポツ 霧島市国分中央1丁目4番23号　 0995-57-5678

55 おおすみナカポツ 鹿屋市向江町29-2　 0994-35-0811

56 みやこのじょうナカポツ 都城市中町1街区7号　ITビル1F 0986-22-9991

19
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【基幹相談支援ｾﾝﾀｰ】 

事業所名 住   所 電話番号 FAX 

霧島市基幹相談支援センター 霧島市国分中央 3-9-20 国分ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ１階 0995-73-7376 0995-73-7379 

姶良市基幹相談支援センターあいか 姶良市宮島町２５ 姶良市役所２号館１階 0995-66-3332 0995-65-6964 

そお地区障がい者等基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
志布志市有明町野井倉 1756  

志布志市役所有明庁舎内 
099-401-0028 099-401-4600 

肝属地区障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 鹿屋市向江町 29-2 鹿屋市社会福祉会館内 0994-35-4802 0995-43-2050 

 

６ 近隣福祉施設等  

※ 実習等でお世話になっている施設については，P21～22 を御覧ください。 

 

 

☆コラムⅣ☆   

◎ よくある質問とその答え 

 Q：「障害支援区分」って何ですか？ 

 A：障害者総合福祉法（P１参照）において『介護の必要性の程度』を表す目安となるも 

  ので，非該当・区分１〜区分６の７段階に分けられています（数字が大きいほど必要 

  性が高い）。 

 Q：「区分判定」は何のためにするのですか？ 

 A：障害者総合福祉法では区分によって使えるサービスが決まっています（P3 参照）。 

  介護の必要性の高さを調べて利用できるサービス内容を決めるために行います。 

  ただ，介護の必要性と本人の実態及び利用したいサービスと，区分判定をうけて実際 

  に使えるサービスが必ずしも合致しないことがあるので，平成 24 年度からは区分判定 

  の他に本人や家庭の希望や状況等を考慮して指定相談支援事業所が作成する『サービ 

  ス等利用計画（案）』を参考に利用できるサービス内容を決定します。市町村長が認め 

  れば区分で決められたサービス以外も利用できるようになります。 

 

 Q：「職業相談・職業評価」って何ですか？ 

 A：ジョブコーチ支援の準備のための調査です。面接（本人・保護者・先生と行う就職 

  に向けた相談（職業相談））と心理・職業的な各種検査（職業評価）を行い，「就職に 

  向けた希望」「健康・障害の状況」「企業などで働く態度がどの程度身に付いているか」 

  について整理分析し，それを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方 

  法を含む，個々に応じた支援計画（職業リハビリテーション計画）を策定するのに役 

  立てます。 
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事業所名 サービス 住　　所 電話番号 実　習　先 サービス 住　　所 電話番号

1 さちかぜ 生介，入所 姶良市加治木町木田1395-16 0995-64-3611 87 らいおん B型 曽於市財部町下財部297-2 0986-51-7716

2 たたえ 生活介護 姶良市加治木町木田1394-32 0995-71-2113 88 あいのさと B型，入所 曽於郡大崎町菱田3596 099-477-1171

3 kakeru B型 姶良市加治木町木田1395-16 0995-64-3611 89 セルプあいせい B型 曽於郡大崎町菱田3596 099-477-1171

4 hopen B型 姶良市加治木町木田1395-16 0995-64-3611 90 恵誠園 生介，入所 曽於郡大崎町菱田3596 099-477-1171

5 ゆいの里 A型 姶良市加治木町木田5348－149 0995-73-7642 91 ひふみよベースファーム大崎 B型 曽於郡大崎町菱田948番2 099-478-8333

6 愛ぽっぷ B型 姶良市加治木町木田5348-407 080-6410-7542 92 みのり福祉作業所 B型 曽於郡大崎町神領1418-2 099-477-2111

7 アポロA型 A型 姶良市加治木町木田1083番地2 0995-57-6000 93 花の木ファーム B型，生介，入所 肝属郡南大隅町根占川北9466-8 0994-27-4737

8 アポロB型 B型 姶良市加治木町木田57ソレイユタウン109号 0995-56-8887 94 ワークセンター藤の森 B型，生介 志布志市有明町野神3935-3 099-471-5550

9 のぞみの星 B型 姶良市加治木町木田1248-1 0995-62-3120 95 セルプしぶし B型，生介 志布志市志布志町帖6617-13 099-471-1808

10 シェエン B型 姶良市加治木町朝日町40-2 0995-56-8551 96 山と海 B型 志布志市志布志町帖7146-10 070-1290-7907

11 チェスト B型 姶良市加治木町朝日町61-1 0995-63-1996 97 つばさ B型 志布志市志布志町志布志2-17-21チャオ天志館511 099-473-0070

12 つむぎ B型 姶良市加治木町朝日町47-1 0995-73-6423 98 武者武者 A型 志布志市志布志町志布志2-2-23 099-401-6333

13 燎原の火 B型 姶良市加治木町新生町187-1 0995-56-8600 99 就労移行支援事業所PASS 就労移行 志布志市志布志町志布志3-15-6アーク六月坂2F 099-477-2111

14 喜びの里 B型，生介，入所 姶良市加治木町日木山2455 0995-63-5677 100 左右会就労支援事業所 B型，自訓，GH 志布志市志布志町安楽3004番地5 099-472-8030

15 サンテリエ愛ら A型 姶良市蒲生町上久徳２５４７－２ 0995-55-1609 101 宙船 生活介護 志布志市志布志町安楽2459-2 099-479-3401

16 コミュニケーションAREA A型 姶良市宮島町27-2 0995-73-8502 102 わんぴーす　しぶし B型 志布志市志布志町安楽4702-3 0986-76-7677

17 セルプあいら B型，生介 姶良市豊留9 0995-66-3469 103 リノラ未来・ガーベラ 生活介護 都城市南鷹尾13-2 0986-46-1830

18 カラフル B型，生介 姶良市西姶良1丁目21番4号 0995-73-3115 104 リノラ未来 生活介護 都城市簔原町8241-3 0986-36-5430

19 ワークショップあいら B型，生介 姶良市西餅田1198番地6 0995-57-7700 105 ぷらむはうす B型，生介 都城市簔原町1656-1 0986-24-5867

20 初音 B型 姶良市西餅田1309-1 0995-56－8141 106 セカンドハウスプラス 生活介護 都城市南横市町３８１９－５ 0986-77-9511

21 ウィングプランセンター 相談 姶良市東餅田1442-1 0995-73-3913 107 ゆいまーる 生活介護 都城市志比田町４５２６番地３ 0986-36-7012

22 リハケアウィングあいら 生活介護 姶良市東餅田1442-1 0995-65-7200 108 風の道 B型，生介 都城市梅北町2465番地2 0986-39-4804

23 サンヴィレッジ姶良 B型，生介 姶良市平松1180-3 0995-66-3990 109 こころライフ B型，生介 都城市梅北町11848 0986-36-5875

24 サンテやまだ B型 姶良市平松3133-3 0995-67-3800 110 ベストライフ都城 A型 都城市下川原1丁目1号3番地 0986-51-5955

25 ワークステージつばさ A型 姶良市平松3288 090-4487-2121 111 ＣＢＳリネンとしみ A型 都城市年見町13-8 0986-36-4611

26 あじさい園 B型，生介 姶良市船津1700-1 0995-73-7751 112 給食センターキャンパス A型 都城市年見町13-8 0986-51-5132

27 KANON事業所 A型 姶良市増田430-1 0995-55-1414 113 加工センターキャンバス A型 都城市年見町13-8-1 0986-36-5280

28 ゆめいろ 生活介護 姶良市宮島町33-4 0995-55-8132 114 なみき 生活介護 都城市年見町30-1-2-1 0986-36-5683

29 ひらまつ直売所 姶良市脇元383-1 0995-65-0808 115 ＣＢＳリネンしゃぼん B型 都城市都北町3628-1 0986-38-3005

30 ワークショップゆうすい A型，B型 姶良郡湧水町北方808-1 0995-74-2222 116 オレンジマーリン A型，就移 都城市平江町14-6ブルースカイ平江３階 0986-51-8222

31 ワークプレイスひなた A型，B型 霧島市隼人町内山田1-2-33 0995-55-1802 117 ブルーマーリン A型，就移 都城市松元町11-6西駅前木野田ビル103号 0986-36-8885

32 ワークショップしんあい B型 霧島市隼人町内山田1-5-22 0995-43-6614 118 なのはな村 B型，生介 都城市一万城町82号4番地 0986-46-3737

33 わかば B型 霧島市隼人町内山田1-6-8-1 0995-43-1016 119 どりーむわーくす B型，移行，定着，生介 都城市乙房町2191番地3 0986-37-3900

34 ワークセンター絆 B型 霧島市隼人町真孝2681 0995-55-1923 120 山田りんどう福祉会 B型，生介 都城市山田町山田３０６３－４ 0986-45-6133

35 PLUS B型 霧島市隼人町住吉713-85 0995-55-8208 121 まるよし A型 都城市早水町９－１ 0986-24-0440

36 サポートセンターかがやき 就移，自訓 霧島市隼人町内1542 0995-71-0815 122 えがおの里 B型 北諸県郡三股町大字樺山4672番地50 0986-51-2558

37 ワークショップはやと B型，生介 霧島市隼人町内2068 0995-44-7111 123 こひつじ園 生活介護 鹿児島市西佐多町4627-1 099-295-1900

38 eワーカーズ B型 霧島市隼人町見次254-6 0995-55-1920 124 愛光園 入所 鹿児島市吉野町11081 099-243-5632

39 Smile　Life 就移，自訓 霧島市隼人町見次５６０－３ 0995-55-8638 125 ユーススコラ鹿児島 生介，自訓 鹿児島市吉野町4386－1 099-208-7878

40 ワークセンター隼人 B型 霧島市隼人町西光寺522-2 0995-43-5501 126 アミュザントアリス 生活介護 鹿児島市川田町191-1 099-298-8184

41 ハレルヤ 生活介護 霧島市隼人町姫城2丁目10番地 0995-73-6618 127 ゆうかり 生活介護 鹿児島市草牟田1丁目8-7 099-813-7185

42 笑福 B型 霧島市隼人町姫城3丁目239 0995-56-8063 128 就労ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰラシーネ 就労移行 鹿児島市郡元2-1-4 099-813-8852

43 鈴かけ園 B型，生介 霧島市隼人町松永1431 0995-42-9888 129 パソ（エルディア松ヶ尾） 生活介護 鹿児島市下福元町1732 099-263-3588

44 霧島大地ごはん A型 霧島市牧園町宿窪田２１２５-１ 0995-55-8135 130 花の木デイズ B型 鹿児島市新栄町32-7 099-250-0832

45 霧島のどか園 B型 霧島市霧島田口2613-212 0995-64-8655 131 ウィズ B型，就移 鹿児島市谷山中央2丁目657番4 099-299-0300

46 サポート友喜 B型 霧島市霧島田口2614-1 0995-57-4508 132 La　Plusラプラス B型，生介，GH 鹿児島市谷山中央1丁目4094-1 099-204-4888

47 ほのぼの B型 霧島市国分上小川657-4 0995-71-0178 133 ゆうあいの郷 B型 鹿児島市天保山町22-17 099-206-3276

48 心和の郷 B型 霧島市国分剣之宇都町179番地1 0995-73-8863 134 やまびこ医療福祉センター 入所 鹿児島市皆与志町1779 099-238-2755

49 ナナーラ未来 生活介護 霧島市国分敷根548番地 0995-73-5155 135 水族館果実堂 A型 鹿児島市大黒町3-２７清友ビル２F 099-225-2323

50 ＨＩＭＡＷＡＲＩ B型 霧島市国分敷根748-10 0995-73-4187 136 グッジョブキャンパス 就労移行 鹿児島市泉町5-4 099-800-5106

51 ライフ・スタイル B型 霧島市国分重久319-11 0995-55-8918 137 障害者支援センターいずみ園 B型，入所 出水市平和町９５番地 0996-63-0120

52 ぱっしょん B型 霧島市国分重久422-2 080-9102-8023 138 川内自興園 B型，生介，入所 薩摩川内市百次町1110番地 0996-22-4801 

53 ひまわりファーム B型 霧島市国分重久5866-1 0995-48-6272 139 スマイルキャンパス・さつませんだい 就労移行 薩摩川内市東開聞町3-1　１F 0995-21-1351

54 ワークセンターやまびこ B型 霧島市国分新町1287 0995-73-3105 140 知覧育成園 A・B型，生介，入所 南九州市知覧町郡９０４７-１ 0993-83-4800

55 虹の空 B型，生介 霧島市国分新町761 0995-47-5110 141 鹿児島身体障害者福祉工場 A型 南さつま市加世田唐仁原5848 0993‐52‐0294

56 ワークショップOHANA B型 霧島市国分中央1丁目14-4 0995-50-3236 142 共同生活援助事業所ゆうすい GH 姶良郡湧水町北方808-1 0995-74-2222

57 ワークショップはやと (就労移行) 休業 霧島市国分中央1丁目4-23 0995-48-7000 143 グループホームあいら GH 姶良市加治木町反土 0995-57-7700

58 エイトマーリン A型 霧島市国分中央３丁目11-9 090-2854-3189 144 グループホームドリーム GH 姶良市平松1906番地2 0995-67-3800

59 コスモス園 B型 霧島市国分中央3丁目33-10 0995-45-6249 145 ライフステージつばさ GH 姶良市平松3288 090-4487-2121

60 にじの橋中央 生活介護 霧島市国分中央5丁目13-70-9 0995-45-1080 146 みのりハイツ GH 姶良市平松351-1 0995-66-3990

61 ななーらミラクル B型 霧島市国分中央6-1-1YSビル１F 0995-73-5155 147 グループホーム友の和 GH 姶良市脇元688番地4 0995-66-2778

62 いぶき 生活介護 霧島市国分姫城3147番1 0995-73-6330 148 セルプサポートハウス向陽 GH 鹿児島市坂之上４丁目２２番２３号 099-203-0224

63 オレンジの里 生活介護 霧島市国分福島3丁目6番3号-1 0995-73-7887 149 マイハウス GH 鹿屋市寿3丁目1-12 0994-43-0399

64 AEK　アルク A型 霧島市国分姫城南11-42上村ビル 0995-55-8622 150 ナナーラMe Live GH 霧島市国分敷根548番地 0995-73-6035

65 にじの橋姫城 生活介護 霧島市国分姫城南4-23 0995-50-2079 151 ミライフケア GH 霧島市国分福島1丁目26号 0995-50-1444

66 にじの橋広瀬（生介） 生活介護 霧島市国分広瀬2丁目1-8 080-6467-5753 152 あおい糸 GH 霧島市隼人町小田289番1 070-1403-2425

67 にじの橋広瀬（B型） B型 霧島市国分広瀬2丁目1-8 080-6467-5753 153 ジョイントライフ GH 霧島市隼人町真孝2681 0995-55-1920

68 スマイルズ A型，B型 霧島市国分広瀬2丁目20-51 0995-47-1208 154 自助ホームかりゆし GH 霧島市隼人町住吉854-1 0995-70-7007

69 はやとの風 B型 霧島市国分広瀬2丁目24-20 080-9738-3959 155 鈴かけ GH 霧島市隼人町姫城1丁目134番2 0995-73-7308

70 バリハピカフェ（しんあい） B型 霧島市国分野口西456-1　　霧や櫻や２階 0995-43-6614 156 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ城南 GH 熊本市南区城南宮地2178 0964-28-8877

71 ワークサポートひとつ霧島 A型 霧島市国分府中町34-38 0995-73-8892 157 いちばん星 GH 曽於市末吉町岩崎2178-1 099-482-0312

72 ウィルアカデミー 就労移行 霧島市国分向花町8-48 0995-70-0542 158 グループホームひだまり GH 曽於市財部町南俣3565-1 0986-36-7560

73 福山学園 生介，入所 霧島市福山町838 0995-55-2343 159 グループホーム笑住（エス） GH 曽於市大隅町中之内8842番地24 080-6441-5693

74 オレンジ学園 入所 霧島市福山町福山838番地 0995-55-2121 160 五十市ホーム GH 都城市久保原町18街区13号 0986-51-5132

75 楽笑 B型 曽於市大隅町岩川4860番地3 099-482-5595 161 自助ホームいちゃりば GH 都城市久保原町2879番地4 0986-36-4564

76 大隅シオン舎 B型，生介 曽於市大隅町岩川6386 099-482-2888 162 としみホーム GH 都城市年見町30-1 0986-26-5732

77 笑流（エル） B型 曽於市大隅町中之内7053番地2 080-6441-5693 163 広原ホーム GH 都城市年見町30-1-2ｰ1 0986-51-5132

78 クローバー B型 曽於市大隅町中之内8154-3 099-482-5060 164 年見ホーム・広原ホーム GH 都城市年見町30-1-2ｰ1 0986-51-5132

79 曽らりす B型，生介 曽於市大隅町月野1944-2 099-479-3371 165 リリーフ姶良 GH 姶良市平松３４１０-１ 0995-56-8562

80 いっぽ B型 曽於市末吉町上町4-10-11 0986-57-9330 166 サポートハウス谷山　中央 GH 鹿児島市谷山中央1丁目4369 099-203-0224

81 のどか園 B型，生介，就移 曽於市末吉町諏訪方10231 0986-76-6883 167 詩の郷　新屋敷 GH 鹿児島市新屋敷町19-10 099-202-0849

82 高之峯園 生活介護 曽於市末吉町諏訪方5105 0986-76-7111 168 あそか GH 曽於市末吉町岩崎2104 099-482-0555

83 深川農園 B型 曽於市末吉町深川8153-2 0986-51-7888 169 グループホーム餅原 GH 北諸県郡三股町餅原656-3 080-1770-9111

84 末吉学園　成人部 生活介護 曽於市末吉町諏訪方5091-2 0986-28-1201 170 グループホーム梁山泊 GH 霧島市溝辺町麓313-15 080-9403-2524

85 すみよしの里 B型，生介，入所 曽於市末吉町二之方3070-2 0986-76-0009 171 ほっとホーム GH 霧島市国分府中町5-20 0995-55-6660

86 わんぴーす　そお B型 曽於市末吉町南之郷136番地2 0986-76-7677 172 未里ホーム（女性のみ） GH 鹿屋市西原2-34-21 0994-45-5400
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企業一覧表

企業名 住　所 電話番号 企業名 住所 電話番号

1 川野保育所 姶良市加治木町木田７５７番地 ０９９５-６２-２６７７ 70 Ａコープ牧之原店 霧島市福山町福山5377 0995-56-1788

2 プリントネット 姶良市加治木町木田1377-23 050-3734-6495 71 ふくふくふれあい館 霧島市福山町福山6268-48 0995-56-3765

3 加治木産業 姶良市加治木町西別府2427 0995-62-3456 72 坂元醸造 霧島市福山町9075 0995-54-7200

4 キューピータマゴ 姶良市蒲生町久末字荒平315 0995-52-1855 73 むつみ園 霧島市福山町福沢4611番地 0995-56-2234

5 ワーカーズコープ 姶良市中津野577コープかごしま姶良商品センター気付 0995-66-3920 74 霧島ふもとの駅 霧島市牧園町窪田2125番地1 0995-76-2888

6 GU姶良店 姶良市西餅田264-1 0995-73-5863 75 ワタキューセイモア霧島工場 霧島市牧園町高千穂3730-154 0995-78-2905

7 有料老人ホームのどか 姶良市西餅田３３３０番地６ 0995-66-5555 76 ラビスタ霧島ヒルズ 霧島市牧園町高千穂３８１２-６ 090-1524-5080

8 アベイル姶良店 姶良市西餅田字外俵原3215-1 0995-64-5592 77 霧島観光ホテル 霧島市牧園町高千穂3885 0995-78-2531

9 アクシーズ姶良工場 姶良市西餅田２２５９ 0995-65-9920 78 霧島ホテル 霧島市牧園町高千穂3948 0995-78-2121

10 イオン姶良 姶良市西餅田264-1 0995-67-8400 79 ヤマト運輸大隅営業所 曽於市大隅町岩川字三才堀7312-1 0570-200-000

11 建昌保育園 姶良市東餅田2602 0995-67-3333 80 ナフコ大隅店 曽於市大隅町岩川7380-1 099-471-2101

12 コメダ珈琲姶良店 姶良市東餅田336 0995-66-6630 81 ニシムタ岩川店 曽於市大隅町岩川月野2455 0994-71-2400

13 かじはらプリン 姶良市東餅田937-1 0995-66-0825 82 坂元ファーム 曽於市大隅町月野6368 0994-40-1301 

14 クリーンサービス 姶良市平松2227-3 0995-65-4622 83 山田食鳥 曽於市大隅町中之内4980 099-258-5640

15 ヤマト運輸鹿児島ベース 姶良市平松3455 0995-65-9785 84 輪光無量寿園 曽於市末吉町岩崎971-1 099-482-1047

16 ワタキューセイモア姶良工場 姶良市平松3467番地12 0995-66-1130 85 ナンチク 曽於市末吉町二之方1828 0986-76-1200

17 イケダパン 姶良市平松5000 0995-65-8611 86 曽於市役所 曽於市末吉町二之方1980番地 0986-76-1111

18 南九イリョー姶良工場 姶良市平松3288 0995-67-7056 87 Aコープ末吉店 曽於市末吉町本町1-6-1 0986-76-5050

19 ネッツトヨタ姶良店 姶良市鍋倉28-4 0995-66-4611 88 しまむら末吉店 曽於市末吉町二之方字大園道添５１３７-１ 0986-28-8330

20 村田造園建設 姶良市永瀬３９１ 0995-65-1580 89 フジ技研カゴシマ 曽於市末吉町深川11111-6 0986-28-0505

21 ホンダグロス姶良 姶良市平松字湯尻3792番2 0995-67-8850 90 マックバリュエクスプレス末吉店 曽於市末吉町二之方６０３２-１ 0986-76-2711

22 えびの電子湧水 姶良郡湧水町北方1800-1 0995-74-4421 91 ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651 099-476-0235　

23 キングラン 霧島市溝辺町有川１８５６－１ 0995-59-2662 92 森水産 垂水市二川970 0994-36-3409

24 溝辺町物産館よこで～ろ 霧島市溝辺町麓２４０８ 0995-58-2949 93 志布志市役所本庁 志布志市有明町野井倉1756番地 099-474-1111

25 太閤ラーメン 霧島市溝辺町麓６０８－７ ０９９５-５５-1650 94 志布志市役所 志布志市有明町野井倉1756番地 099-474-1111

26 源麹研究所 霧島市溝辺町麓876-15 0995-58-3101 95 サンキョーミート 志布志市有明町野井倉6965番地 099-474-1118

27 照明保育園 霧島市溝辺町麓2560 0995-58-3005 96 JAあおぞら総合福祉センター 志布志市有明町蓬原1333番地1 099-471-5772

28 カミチク 霧島市溝辺 080-9403-2524 97 和香園 志布志市有明町蓬原758番地 099-475-1023

29 ヒマラヤスポーツ霧島隼人店 霧島市隼人町見次５４５ 0995-64-2080 98 ナンチクファーム 志布志市志布志町有明4514-1 0986-76-6990

30 ナフコ隼人店 霧島市隼人町東郷６－２ 0995-64-2711 99 賀寿園 志布志市志布志安楽2903-1 099-472-5555

31 三翔精工 霧島市隼人町内2179 0995-43-2811 100 菅公学生服　 志布志市志布志町安楽143番地 099-472-2111

32 ダイレックス隼人店 霧島市隼人町内1377 0995-55-1353 101 谷口海産ちりめん工場 志布志市志布志町安楽584-1 099-471-1108

33 AZはやと 霧島市隼人町真孝3677 0995-56-5200 102 コープしぶし店 志布志市志布志町安楽589-2 099-473-1008

34 希望の里 霧島市隼人町姫城2丁目157 0995-43-1600 103 ニシムタ志布志 志布志市志布志町安楽船磯104 099-472-7661

35 ヤマト運輸隼人 霧島市隼人町松永1-33 0570-200-000 104 ダイレックス志布志店 志布志市志布志町志布志3丁目24-1 099-472-7101

36 サンライズ精工 霧島市隼人町松永2188-1 0995-44-9282 105 SUMOMO 志布志市志布志町志布志3-6-13 099-473-1070 

37 ネッツトヨタ国分隼人店 霧島市隼人町見次1125-1 0995-64-2755 106 谷口海産 志布志市志布志町帖6592 099-472-2233

38 鹿児島トヨタ 霧島市隼人町見次1128番地 0995-64-2255 107 サンエス総合ビルメンテナンス 志布志市志布志町帖6617 099-473-2525

39 イオン隼人国分店 霧島市隼人町見次1229 070-6964-6262 108 高山CHOYAソーイング 肝属郡肝付町前田468-3 0994-65-9231

40 セリア隼人店 霧島市隼人町見次545 0995-73-6352 109 ルーピンの里 肝属郡東串良町池之原2077番地1 0994-63-0700

41 マクドナルド隼人店 霧島市隼人町見次３００－２ 0995‐43‐2076 110 コルディアーレ農園 都城市鷹尾５丁目１－１６ 0986-57-1062

42 シーエル　南九州センター 霧島市隼人町西光寺2427-43 0995-55-8286 111 ヤマエ食品 都城市西町3646番地 0986-22-4611

43 安田建設 霧島市国分清水3-26-5 0995-45-7778 112 ニシムタ都城五十市店 都城五十町2375-5 0986-57-6233

44 九州タブチ 霧島市国分敷根120 0995-45-1523 113 えびの電子早鈴工場 都城市上長飯町2340 0986-21-6500

45 アトル 霧島市国分敷根300 0995-48-8551 114 ダンロップ都城 都城市都北町3番 0986-38-4679

46 政典会 霧島市国分重久269-3 0995-70-1500 115 ティケイエビス 都城市豊満996-6 0986-39-5312

47 青葉の里 霧島市国分重久269番地3　国分舞鶴園内 0995-70-1500 116 指宿白水館 指宿市知林の里 0993-２２-３１３１

48 サンスマイルフーズ 霧島市国分重久5866-１ 0995-48-6272 117 プラッセだいわ宮之城店 薩摩郡さつま町宮之城屋地1508 0996-52-0555

49 Book-OFF国分店 霧島市国分中央1-7-31 0995-48-8889 118 アクシーズ薩摩工場 薩摩郡さつま町求名12161-2 0996-57-1811

50 マックスバリュー国分店 霧島市国分中央1丁目27番5号 0995-48-5033 119 平川動物公園 鹿児島市平川町5669-1 099-261-2326

51 霧島市役所 霧島市国分中央3丁目45番1号 0995-45-5111 120 ニシムタN‘ｓ city 鹿児島市卸本町５番３５号 099-268-1500

52 Aコープ国分店 霧島市国分中央4-3004 0995-45-6562 121 佐川急便南九州支店霧島営業所 鹿児島市東佐多町２６ 0570-01-0559

53 国分生協病院 霧島市国分中央3丁目38-14 080-3832-0399 122 ジョブセンターさわやか 鹿児島市泉町３番３号　鹿児島銀行本店別館ビル 099-239-9821

54 スターバックス霧島店 霧島市国分野口東8-40 0995-55-8031 123 コープかごしま 鹿児島市広木1丁目1-1 099-286-1111

55 ヤマダ電機霧島店 霧島市国分野口西2-30 0995-46-9880 124 仙巌園 鹿児島市吉野町9700-1 099-247-1551

56 霧や櫻や 霧島市国分野口西456-1 0995-73-5511 125 城山ホテル鹿児島 鹿児島市新照院町41-1 099-224-2211

57 ヤマト運輸国分広瀬 霧島市国分広瀬2-27-39 0570-200-000 126 かごしま水族館 鹿児島市本港新町3-1 099-226-2233

58 タイヨー広瀬北店 霧島市国分広瀬2-4-1 0995-48-5651 127 ホテル　ウェルビューかごしま 鹿児島市与次郎2丁目4-25 099-206-3838

59 マクドナルド国分広瀬店 霧島市国分広瀬2-583-3 0995-73-8808 128 鹿屋電子工業 鹿屋市寿7-515-18 0994-43-8851

60 コープ国分店 霧島市国分府中町1-53-1 0995-45-5517 129 ヤマト運輸鹿屋東営業所（鹿屋旭原） 鹿屋市旭原町3633-6 0994-44-6809

61 ハンズマン国分店 霧島市国分府中町32番32号 0995-48-8788 130 おぐら病院 鹿屋市笠之原町27番22号 0994-44-7171

62 京セラ国分工場 霧島市国分山下町1-1 0995-46-1100 131 みどりの園 鹿屋市輝北町市成2121-3 099-485-1902

63 嘉祥園 霧島市国分清水５丁目１－４９ 0995-46-6511 132 森ファーム 鹿屋市輝北町市成3378-1 099-481-1515

64 Aコープ国分西店 霧島市国分福島３丁目４５－１５－４ 0995-49-8525 133 JAそおかごしま　輝北SS 鹿屋市輝北町上百引2156 099-482-0005

65 霧島記念病院 霧島市国分福島1丁目5番19号 0995-47-3100 134 ワタキュー都城工場 北諸県郡三股町蓼池3734-1 0986‐52-6246 

66 野口タタミ 霧島市国分上小川629-1 0995-46-1666 135 トヨタ自動車上郷工場 愛知県豊田市大成1番地 050-3167-7704

67 自衛隊　国分地域事務所 霧島市国分中央６丁目１－５ 0995-45-1836 136 安全産業熊本嘉島センター 熊本県上益城郡嘉島町上仲間227-13 096-288-7571

68 鹿児島ラーメン 霧島市福山町福山4707 ０９９５-５６-２６２８ 137 株式会社ナフコ　人事部 北九州市小倉北区魚町2-6-10　7F 093-521-5155 

69 コメリ牧之原店 霧島市福山町福山４７４８番地１ ０９９５-６４-７５１１ 138 クリーンコーポレーショ ン（霧島ラビスタホテ） 東京都千代田区外神田2-5-15外神田Kビル５階 03-5298-5451
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